
 

とくしま新未来ＤＸ推進体制支援事業委託業務に関する質問についての回答は、次のとおり

です。  

 

Ｎｏ 

 

項目 
 

 

質問内容 

 

 

回答 

 

１ 

募集要項 

２．業務の概要

（５） 

提案額（2,400 万円以内）の中に、

伴走支援で市町村に導入を提案する

デジタルツール（SaaS 等）のライセ

ンス費用や初期構築費用を含める必

要があるか。あるいは、ツール利用

料は市町村側の別予算で手当てされ

る想定か。 

本業務の提案額（2,400 万円以

内）には、あくまで本仕様書に

基づく『伴走支援（人的支援・

コンサルティング）』に関する費

用を含めてください。支援の結

果として、市町村が新たに有償

のデジタルツール（SaaS 等）を

導入することとなった場合のラ

イセンス費用等は、各市町村が

自らの予算で調達することを想

定しており、本提案額に含める

必要はありません。 

２ 

募集要項 

２．業務の概要

（５） 

対面による伴走支援に伴う徳島県内

各市町村への旅費・交通費・宿泊費

は、提案額（2,400 万円）にすべて

含める必要があるか。あるいは、実

費精算など別途の取扱いは可能か。 

対面による伴走支援に伴う徳島

県内各市町村への旅費・交通

費・宿泊費はすべて含みます。 

３ 

募集要項 

４．参加資格 

複数社による共同提案（コンソーシ

アム形式）での参加は認められる

か。認められる場合、代表者要件や

構成員の制限はあるか。 

複数社による共同提案は想定し

ておりません。 

４ 

募集要項 

４．参加資格 

「市町村のDXを支援した実績」につ

いて、以下は該当するか。①自治体

向けSaaSプロダクトの導入・運用支

援実績、②民間企業向けのDX支援・

業務改善コンサルティング実績、③

都道府県（市町村以外）のDX支援実

績。 

①は市町村に対し単に SaaS プロ

ダクトの導入及び運用をしただ

けでなく、委託を受け当該市町

村の DX 支援を実施したものであ

れば対象となります。 

②③は市町村の DX を支援した実

績ではないため、対象外です。 

５ 

募集要項 

４．参加資格 

業務の一部（例：特定分野の研修実

施、専門的なAIツール導入支援等）

を外部の専門事業者に再委託するこ

とは認められるか。認められる場

合、再委託可能な範囲や事前承認の

手続きはどのようになるか。 

本業務の主たる部分（全体統

括、伴走支援のコアとなる計画

策定や窓口対応の責任など）の

再委託（一括再委託）は認めら

れません。ただし、業務の一部

（特定分野の専門的支援など）

について、真に必要と認められ

る場合は、本県の事前の承認を

得ることを条件に再委託を認め

る場合があります。その場合で



も、本業務全体の責任は受託者

が負うものとします。 

６ 

募集要項 

４．参加資格 

業務体制に個人事業主等（例：徳島

県内のデジタル人材）を業務委託で

組み込むことを検討している。当社

の企画方針・指示のもとで活動する

場合、仕様書上の「再委託」に該当

するか。該当する場合の事前承認手

続き等があればご教示いただきた

い。 

本業務の主たる部分（全体統

括、伴走支援のコアとなる計画

策定や窓口対応の責任など）の

再委託（一括再委託）は認めら

れません。ただし、業務の一部

（特定分野の専門的支援など）

について、真に必要と認められ

る場合は、本県の事前の承認を

得ることを条件に再委託を認め

る場合があります。その場合で

も、本業務全体の責任は受託者

が負うものとします。 

７ 

募集要項 

４．参加資格 

以下の記載について、当社グループ

会社の実績や再委託での実績は含む

か。（グループ会社での実績が認め

られる場合は、該当グループ会社を

体制に含める想定） 

提出する法人においての実績を

記載して下さい。 

８ 

募集要項 

６．参加表明書

等の提出（１） 

募集要項および各様式において

「印」と明示されている書類につい

ては押印が必要と認識しているが、

それ以外の提出書類については押印

不要との理解で差し支えないか。 

お見込みのとおりです。 

９ 

募集要項 

７．企画提案書

等の提出方法等 

募集要項７（４）において、提出部

数について「正本１部、副本６部」

とされているが、正本および副本の

作成に当たり、記載内容や体裁（事

業者名の記載有無等）について特段

の定めがあればご教示いただきた

い。 

募集要項８に記載の企画提案書

の規格及び記載内容に沿ってご

提出ください。 

１０ 

募集要項 

８．企画提案書

（任意様式）の

作成要領 

企画提案書について、ページ数の上

限は特に設定されていないが正しい

か。 

お見込みのとおりです。 



１１ 

募集要項 

８．企画提案書

（任意様式）の

作成要領 

提案書記載項目として記載されてい

るものの、評価項目として記載され

ていないものは評価対象外か。 

企画提案書に記載されている内

容が評価対象となります。 

１２ 

募集要項 

８．企画提案書

（任意様式）の

作成要領 

ページ数が指定されていないが、任

意様式という認識で良いか。 

お見込みのとおりです。 

１３ 

募集要項 

８．企画提案書

（任意様式）の

作成要領 

複数市町村に共通する課題がある場

合、デジタルツールの共同調達によ

るコストメリットを追求する提案は

可能か。その場合、県側で市町村間

の調整や推進支援をいただけるか。

あるいは、各自治体の既存予算・既

存ツールの範囲内で対応することが

前提か。 

複数市町村に共通する課題があ

る場合、共同調達に向けた支援

を行うことも想定されます。 

支援の結果、市町村が新たにデ

ジタルツールを導入することと

なった場合のライセンス料等

は、各市町村が自らの予算で調

達することを想定しておりま

す。 

１４ 

募集要項 

９．見積書（様

式第６号）の作

成要領 

「（３）経費の総額を示すととも

に、費用内訳を示すこと。」と記載

があるが、見積書（様式第６号）に

追加して内訳を作成するという認識

で良いか。また、その場合は任意様

式で良いか。 

お見込みのとおりです。 

１５ 

募集要項 

９．見積書（様

式第６号）の作

成要領 

費用の内訳を示すこととされている

が、内訳の様式や記載方法に特段指

定はなく、任意の様式で作成するこ

とで良いか。 

お見込みのとおりです。 

１６ 

募集要項 

９．見積書（様

式６号）の作成

要領 

 

様式第６号は、経費の総額記載欄の

みで、費用内訳の記載欄が存在して

いないと認識しているが、提出方法

や記載様式に指定がないかについて

ご教示いただきたい。 

※任意の様式でよいか、また、提出

方法は、様式第６号の添付資料とし

て作成する、提案書に含める等の指

定があるか確認するもの。 

費用内訳について指定はなく、

提案書に含めても見積書に添付

しても差し支えありません。そ

の際の様式は任意です。 



１７ 

募集要項 

１０．審査 
二次審査にはオンラインで参加する

ことも可能か。それとも対面が必須

となるか。 

二次審査は対面のみでの実施を

予定しております。 

１８ 

募集要項 

１ ０ ． 審 査

（３） 

プレゼンテーションの方式（対面・

Web）とプレゼンテーションの時

間、質疑応答の時間をご教示いただ

きたい。 

二次審査は対面のみでの実施を

予定しております。プレゼンテ

ーション及び質疑応答の時間に

ついては、提案件数等を踏ま

え、一次審査通過者に対し通知

いたします。 

１９ 

仕様書 

全体 

貴県が既に抱えている外部のDXアド

バイザー等はいるか。 

いる場合は、本事業での連携等で既

に決まっていることはあるか。 

現状、本事業について外部 DX ア

ドバイザーとの連携は想定して

おりません。 

２０ 

仕様書 

全体 

別紙『市町村の課題概要』にて『標

準化・共通化への対応負荷』や『見

積もりの妥当性評価』が課題として

挙げられているが、本業務の支援ス

コープには、これら標準化作業の直

接的な PMO 支援（ベンダーとの調整

や見積もり精査等）も含まれるか。

それとも、担当者が標準化に専念で

きるよう、それ以外のDX推進（内部

DX など）を補完することが主目的と

なるか。 

標準化・共通化に関する『助

言・アドバイザリー』等の支援

が対象となる可能性はあります

が、ベンダーとの直接的な折衝

や工程管理といった実務を担う

直接的な PMO 支援は、本業務の

スコープには含みません。あく

まで市町村の担当者を後方支援

する立場での伴走を想定してい

ます。 

２１ 

仕様書 

５．委託業務内

容 

 

「DX 専門人材」に求められる具体的

な資格・経験年数・スキル要件はあ

るか。また、1 名の専門人材が複数

市町村を担当することは認められる

か。 

スキル要件は特に定めておりま

せんが、市町村のニーズに応じ

て専門的知見から的確な支援を

行うことのできる人材、市町村

と円滑にコミュニケーションを

取ることができる人材を求めて

います。 

1名の専門人材が複数市町村を担

当することを妨げるものではあ

りません。 

２２ 

仕様書 

５．委託業務内

容 

相談窓口で受け付ける「課題」の範

囲はどこまでか。例えば、①DX 推進

に関する一般的な相談・情報提供、

②個別システムの技術的な仕様検

討、③ベンダー選定・調達支援、の

うちどこまでが対象か。 

幅広い課題に対応できることが

望ましいと考えます。 



２３ 

仕様書 

５．委託業務内

容 

具体的なチャネル、コミュニケーシ

ョン手法、利用ツールについて要求

事項があるか事前に把握すべき条件

があればご教示いただきたい。 

また、前年に実施されたチャネル、

コミュニケーション手法、利用ツー

ルや実際の問合せ件数について開示

いただくことは可能か。 

事業者も利用可能な県・市町村

間のチャットツール等は導入さ

れておりません。 

令和７年度においては、問い合

わせフォームにより相談窓口を

設置しております。 

２４ 

仕様書 

５．委託業務内

容 

積極的な働きかけによって最も期待

することは何か。 

(例：窓口の認知度向上、問合せ件

数の増加、を期待するか、解決事例

/ユースケース創出、既存の問合せ

内容と解決案に関するナレッジベー

スの作成など) 

設置した相談窓口が、県内全市

町村において、効果的に活用さ

れることが望ましいと考えま

す。 

２５ 

仕様書 

５．委託業務内

容 

令和７年度の伴走支援において、ど

のような伴走支援内容を期待される

ことが多かったか開示いただくこと

は可能か。(【支援策の例】の中

で、どのような支援の件数が多かっ

たか) 

支援内容は多岐にわたるため、

具体的な件数をお答えすること

は困難ですが、昨年度において

は、DX 計画の策定支援、自治体

内での DX の意識醸成に資する支

援等を実施しております。 

２６ 

仕様書 

５．委託業務内

容 

8 市町村への工数配分について、均

等・均質的な支援が望ましいか、各

自治体の課題感に応じて傾斜配分す

ることも許容されるか。傾斜配分が

許容される場合、成果の基準は企画

提案書の内容と受託後の支援計画の

どちらが優先されるか。また、県と

して特に重視する支援領域（上流の

計画策定、AI/RPA 等の実装、人材育

成等）があればご教示いただきた

い。 

市町村ごとの支援回数等の指定

はありません。 

２７ 

仕様書 

５．委託業務内

容 

令和7年度の伴走支援対象10市町村

は「原則」対象外とのことだが、当

該市町村から継続支援の要望があっ

た場合、例外的に対象に含めること

は可能か。 

令和 7 年度の伴走支援対象 10 市

町村については、伴走ではなく

相談窓口における問い合わせに

おいて支援することを想定して

おります。 

２８ 

仕様書 

５．委託業務内

容 

「原則、対面」とあるが、効率性・

即応性の観点から、オンライン会議

やチャットツールを併用したハイブ

リッド型の支援体制を提案すること

は可能か。また、そのような提案は

評価上不利にならないか。 

伴走支援を実施するため、ＤＸ

専門人材を派遣するのが、本事

業の目的であることを踏まえご

提案ください。 



２９ 

仕様書 

５．委託業務内

容 

支援策の例に「AI・RPA 導入」とあ

るが、市町村へのAI導入支援を行う

場合、生成AIの利用に関する県また

は市町村のガイドライン・セキュリ

ティポリシー等の制約はあるか。事

前に把握すべき条件があればご教示

いただきたい。 

AI 等においては市町村によって

セキュリティポリシーを定めて

いる場合もあることから、導入

支援を行う場合は市町村のニー

ズに応じて支援を行うことを想

定しています。 

３０ 

仕様書 

５．委託業務内

容 

別紙「市町村の課題概要」では人材

不足（19 団体）・予算不足（18 団

体）等の課題カテゴリが示されてい

るが、8 市町村を選定する際に県と

して特に優先度が高いと考える課題

領域はあるか。また、課題分析の中

で特にボトルネックとして認識され

ている事項（例：組織文化の壁、経

営層の理解不足等）があれば、可能

な範囲でご教示いただきたい。 

「市町村の課題概要」で多数の

市町村が回答している課題は、

ニーズが高いものと考えます

が、実際に支援する際の具体的

な内容は、受託後市町村にもヒ

アリングの上決定することを想

定しています。 

３１ 

仕様書 

５．委託業務内

容 

「掘り起こし」について、受託者が

負うべき具体的な活動範囲（例：全

市町村への個別訪問、説明会の開催

等）と、県側が担う役割分担はどの

ようになるか。また、掘り起こしに

要する工数の上限目安はあるか。 

掘り起こしについては、令和７

年度の伴走支援対象市町村以外

に対して行うことを想定してい

ます。 

選定等については本県とともに

行うことを想定しています。 

３２ 

仕様書 

５．委託業務内

容 

「対面による伴走支援」について、

1 市町村あたりの想定される訪問頻

度（例：月 1 回程度等）や 1 回あた

りの滞在時間の目安はあるか。ま

た、8 市町村合計での年間訪問回数

の想定があればご教示いただきた

い。 

本事業において、支援回数・支

援時間等の指定はありません

が、効果的かつ実効性のある提

案を期待しております。 

３３ 

仕様書 

５．委託業務内

容 

貴県と各自治体様との間で、普段か

らご利用されているコミュニケーシ

ョンツールがあればご教示いただき

たい。（Teams、Google Chat、Slack

等） 

県・市町村間のやりとりはメー

ルで行っており、チャットツー

ル等の利用はありません。 

３４ 

仕様書 

５．委託業務内

容（１）  

「常設」とあるが、どこかにオフィ

スを借りて、リアルな窓口を想定し

ているか。その場合、貴県の所有す

る場所を間借りすることは可能か。

オンライン窓口も許容の範囲内か。 

また、リアルな窓口を設置する場

合、開所している時間帯に常に１名

以上の従事者を配置しておく必要が

あるか。その従事者は、自治体DX支

援の経験が必須か。 

相談窓口については、市町村か

らの体制が確保されていれば、

オンライン・対面のいずれでも

可能です。本県の会議室の利用

も可能ですが、会議室の空きが

ある場合に限られることとなる

ため、常設は難しいと考えま

す。 



３５ 

仕様書 

５．委託業務内

容（１） 

相談窓口については、連絡手段の前

提（電話が必須等）はあるか。昨年

度の実施例があればご教示いただき

たい。また、チャット等の利用も可

能な場合、県内の団体で共通的に利

用可能なツールがあればご教示いた

だきたい。 

相談窓口について連絡手段の前

提はありません。令和７年度に

おいては、問い合わせフォーム

により相談窓口を設置しており

ます。 

事業者も利用可能な県・市町村

間のチャットツール等は導入さ

れておりません。 

 

３６ 

業務仕様書 

５．業務委託内

容（１） 

「県内全市町村から相談を受けるこ

とができるよう、本県と相談の上、

積極的に働きかけを行うこと」と記

載されているが、市町村の担当窓口

との連絡方法や連絡先は、貴県がす

でに把握されている連絡先、連絡・

手段を利用することが可能という理

解で良いか。（本業務範囲におい

て、市町村に対して連絡先窓口等の

情報提供を依頼する必要があるかの

確認を意図しているもの。） 

お見込みのとおりです。 

３７ 

仕様書 

５．委託業務内

容（２） 

②に記載の支援策の例があるが、具

体的には03市町村の課題概要に記載

された課題を解決する支援と想定し

ているがその理解で良いか。 

「市町村の課題概要」は企画提

案に当たって参照していただき

たいものです。 

受託後の具体的な支援内容は、

支援を希望する市町村の事情や

ニーズを踏まえ実施することを

想定しております。 

３８ 

仕様書 

５．委託業務内

容（２） 

「市町村の課題概要」の資料の詳細

な情報をいただくことは可能か。 

 

委託業務仕様書５（２）にも記

載のとおり市町村の課題の詳細

については委託契約締結後に受

託者に提供します。 

３９ 

仕様書 

５．委託業務内

容（２） 

昨年度の実績として、伴走支援の頻

度はどの程度だったかご教示いただ

きたい。 

支援する市町村のニーズにより

頻度は異なることから具体的な

回数をお答えすることは困難で

すが、伴走支援の頻度について

指定するものではありません。 

４０ 

仕様書 

５．委託業務内

容（２）  

 

 

「DX 専門人材を派遣し」とあるが、

支援回数や支援時における時間等に

決まりはあるか。もしくは企画提案

内容となるか。 

本事業において、支援回数・支

援時間等の指定はありません

が、効果的かつ実効性のある提

案を期待しております。 



４１ 

仕様書 

５．委託業務内

容（２） 

 

「市町村ヒアリング及び課題分析の

結果を踏まえて、8 市町村程度に対

して伴走支援を行うこと。」とある

が、既に想定している基礎自治体は

あるか。 

また、ある場合は、可能であれば人

口規模と想定課題または支援課題を

教えていただきたい。 

支援自治体については受託後本

県とともに、選定することを想

定しております。 

４２ 

仕様書 

５．委託業務内

容（２） 

 

遠隔地や感染症・災害・天候不順

時、緊急対応等の理由で対面が困難

な場合、リモート形式にて対応する

ことは許容されるか。 

許容される場合、県側の評価や要件

（例：対面回数の最低ライン）を示

していただきたい。 

災害や悪天候、感染症の拡大等

により対面での支援が物理的に

困難または危険を伴う場合は、

当然リモート形式での対応を認

めます。それ以外の通常時にお

いては、仕様書記載のとおり、

原則として対面による伴走支援

を想定した提案をお願いしま

す。 

４３ 

仕様書 

５．委託業務内

容（２） 

 

去年度の類似案件にて、現状分析は

全市町村に実施した模様だが、その

結果（詳細）を今回提案にあたり、

もしくは受託後にご共有いただくこ

とは可能か。 

委託業務仕様書５（２）にも記

載のとおり令和７年度市町村に

対して実施したヒアリングや分

析結果等の詳細については委託

契約締結後受託者に提示しま

す。 

４４ 

仕様書 

５．委託業務内

容（３） 

伴走支援対象の 8 市町村の選定が完

了する具体的な時期の目処（例：契

約締結後 1 か月以内等）はあるか。

選定が遅れた場合、支援期間の短縮

に伴うスケジュール調整は可能か。 

委託業務仕様書５（３）に記載

のスケジュール案を想定してお

りますが、本県と打ち合わせの

上、適正な執行を確保できる範

囲において調整は可能と考えま

す。 

４５ 

企画提案評価基

準 

伴走支援の具体策として、受託者が

保有する独自のデジタルツール

（例：AI 活用の業務分析ツール、ナ

レッジ共有プラットフォーム等）を

市町村に提供・活用する提案は、

「実効性の高い内容」として評価対

象となるか。 

効果的かつ実効性のある提案で

あれば評価対象となると考えま

す。 

４６ 

企画提案評価基

準 

相談窓口の「相談手法」について、

電話・メール・対面に加え、AI チャ

ットボットによる一次対応やオンラ

インポータルでの FAQ・ナレッジ共

有など、デジタルを活用した独自の

手法を提案した場合、加点評価の対

象となるか。 

効果的かつ実効性のある提案で

あれば評価対象となると考えま

す。 



４７ 

企画提案評価基

準 

価格評価において、異常な低価格提

案による品質低下を防ぐための「最

低制限価格」や「調査基準価格」の

仕組みは設けられているか。 

本事業においては設けられてお

りません。 

４８ 

企画提案評価基

準 

プレゼンテーションの持ち時間、使

用可能資料（事前配布の可否）、質

疑応答時間、評価委員への事前配布

資料の有無をご教示いただきたい。 

二次審査は対面のみでの実施を

予定しております。プレゼンテ

ーション及び質疑応答の時間に

ついては、提案件数等を踏ま

え、一次審査通過者に対し通知

いたします。 

二次審査は提案書においてご説

明いただくことを想定しており

ます。 

 


